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七
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月
十
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内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
千
葉
法
務
大
臣
、
内
藤
総
務
副
大
臣
、
峰
崎
財
務
副
大
臣
及
び
長
谷
川
総
務
大
臣
政
務
官
の

続
投
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
千
葉
法
務
大
臣
、
内
藤
総
務
副
大
臣
、
峰
崎
財
務
副
大
臣
及
び
長
谷
川
総
務
大
臣
政
務

官
の
続
投
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
及
び
七
に
つ
い
て

国
務
大
臣
、
副
大
臣
及
び
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
適
任
の
者
が
そ
の
職
務
に
就
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ

ろ
、
お
尋
ね
の
千
葉
法
務
大
臣
、
内
藤
総
務
副
大
臣
、
峰
崎
財
務
副
大
臣
及
び
長
谷
川
総
務
大
臣
政
務
官
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
所
管
行
政
に
関
し
て
有
す
る
知
見
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
等
に
か
ん
が
み
、
引
き
続
き
在
職
す
る
こ
と
は
適
切
な
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
者
が
そ
の
職
に
あ
る
べ
き
と
判
断
さ
れ
る
期
間
、
在
職
す
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
別
表
第
一
に
お
い
て
、
国
務
大
臣
、

副
大
臣
、
大
臣
政
務
官
の
俸
給
月
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
万
七
千
円
、
百
四
十
四
万
四
千
円
、
百
二
十
三
万
千
円
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
お
尋
ね
の
千
葉
法
務
大
臣
を
始
め
と
す
る
者
に
は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
、
各
俸
給
月
額
が
支
給
さ
れ
る
と

と
も
に
、
各
俸
給
月
額
に
百
分
の
十
八
を
乗
じ
て
得
た
月
額
の
地
域
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
支
給
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
正
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。


